


ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。

なお、全国の法務局・地方法務局では、日本語を自由に話すことができない方のために、「外国人のた

めの人権相談所」及び「外国語人権相談ダイヤル」を開設し、１０か国語（英語、中国語、韓国語、フィリ

ピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語及びタイ語）で相談に応じて

います。（詳細は、http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html）

みんなの人権110番
外国語人権相談ダイヤル

0570‒003‒110
0570‒090‒911

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
http://www.moj.go.jp/jinkennet/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00041.html
http://www.jinken-library.jp/

